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弁護士　琴浦 諒

インドに駐在員事務所・支店・プロ
ジェクトオフィスを設立する際の要
件・手続きについて解説する。

連
載  
海
外
事
業
リ
ス
ク
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
─
─

イ
ン
ド
進
出
に
お
け
る

法
務
の
基
礎
知
識

第❹回
事業拠点の

設立要件・手続き②

〈
前
号
か
ら
続
く
〉

（
３
）
駐
在
員
事
務
所
／
支
店
の
登
記

　

駐
在
員
事
務
所
／
支
店
を
設
立
し
た

外
国
会
社
は
、
駐
在
員
事
務
所
／
支
店

の
設
立
が
認
可
さ
れ
た
日
（
設
立
認
可

書
に
記
載
）
か
ら
三
〇
日
以
内
に
、
会

社
登
記
局（Registrar of Com

panies

）

に
対
し
て
、
イ
ン
ド
国
内
に
事
業
拠
点

を
設
立
し
た
こ
と
の
登
記
を
行
う
必
要

が
あ
る
。
こ
の
登
記
は
、
駐
在
員
事
務

所
／
支
店
自
体
の
登
記
で
は
な
く
、
イ

ン
ド
国
内
に
事
業
拠
点
を
持
っ
た
外
国

会
社
自
身
の
登
記
で
あ
る
（
し
た
が
っ

て
必
要
な
情
報
や
添
付
書
類
の
多
く
は
、

当
該
外
国
会
社
自
身
に
関
す
る
も
の
と
な

る
）。

　

こ
の
登
記
手
続
お
よ
び
登
記
手
続
後

に
行
う
税
務
番
号
の
取
得
の
い
ず
れ
に

つ
い
て
も
、
駐
在
員
事
務
所
／
支
店
の

代
表
者
に
よ
る
電
子
署
名
認
証（Digital 

Signature Certificate 〈
Ｄ
Ｓ
Ｃ
〉）が

必
要
と
な
る
（
な
お
、
電
子
署
名
認
証

の
詳
細
お
よ
び
取
得
方
法
に
つ
い
て
は
、

会
社
の
設
立
手
続
の
項
目
で
、
そ
の
詳

細
を
述
べ
る
）。

　

駐
在
員
事
務
所
／
支
店
の
登
記
は
、

イ
ン
ド
会
社
登
記
局
に
「Form

44

」

と
呼
ば
れ
る
フ
ォ
ー
ム
を
、
イ
ン
ド
企

業
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
て
オ
ン

ラ
イ
ン
で
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

「Form
44

」
の
主
な
記
載
事
項
は
、

外
国
会
社
の
商
号
お
よ
び
本
国
所
在
地
、

事
業
拠
点
が
あ
る
州
お
よ
び
所
在
地
な

ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
オ
ン
ラ
イ
ン
フ

ォ
ー
ム
に
入
力
し
た
上
で
、
駐
在
員
事

務
所
／
支
店
の
代
表
者
の
電
子
署
名
認

証
を
貼
付
し
て
提
出
す
る
。
申
請
手
数

料
は
五
〇
〇
〇
ル
ピ
ー
で
あ
り
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の
支
払
い
が
可
能
で

あ
る
。

　

ま
た
、
添
付
書
類
と
し
て
、
以
下
の

書
類
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
で
添
付
す
る

必
要
が
あ
る
。
な
お
、
次
に
述
べ
る
①

〜
③
の
書
類
に
つ
い
て
は
、
公
証
お
よ

び
イ
ン
ド
大
使
館
に
よ
る
認
証
（
ま
た

は
大
使
館
認
証
に
代
わ
る
ア
ポ
ス
テ
ィ

ー
ユ
の
付
与
）
が
必
要
と
な
る
。

①�　

外
国
会
社
の
商
業
登
記
簿
謄
本（
登

記
官
印
証
明
付
）
お
よ
び
そ
の
英
訳

②�　

外
国
会
社
の
定
款（
原
本
証
明
付
）
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インド進出における法務の基礎知識

す
る
方
法
か
、
ま
た
は
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ｌ
も
し

く
は
Ｕ
Ｔ
Ｉ
Ｔ
Ｓ
Ｌ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
通
じ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
二
〇
一
一
年

八
月
現
在
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
出
で
き

る
の
は
、
あ
く
ま
で
「Form

49A

」
本

体
の
み
で
あ
り
、
添
付
書
類
に
つ
い
て

は
「Form

49A

」
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で

提
出
し
た
後
、
速
や
か
に
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ｌ
ま

た
は
Ｕ
Ｔ
Ｉ
Ｔ
Ｓ
Ｌ
に
郵
送
す
る
必
要

が
あ
る
。

　

外
国
会
社
の
駐
在
員
事
務
所
／
支
店

が
「Form

49A

」
を
提
出
す
る
場
合
の

添
付
書
類
は
、
①
会
社
登
記
局
か
ら
交

付
さ
れ
た
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
事
業
拠

点
設
立
認
証
書
」
の
写
し
、
お
よ
び
②

会
計
事
務
所
や
法
律
事
務
所
を
代
理
人

と
し
て
代
理
申
請
を
行
う
場
合
、
当
該

代
理
人
に
対
す
る
委
任
状
（
公
証
、
認

証
が
必
要
）
の
原
本
、
と
な
る
。

「Form
49A

」
の
記
載
お
よ
び
添
付

書
類
に
不
備
が
な
け
れ
ば
、
お
お
む
ね

申
請
か
ら
二
〜
三
週
間
程
度
で
Ｐ
Ａ
Ｎ

の
取
得
は
完
了
し
「PA

N
 Card

」
と

呼
ば
れ
る
一
〇
桁
の
Ｐ
Ａ
Ｎ
が
記
載
さ

れ
た
カ
ー
ド
が
郵
送
さ
れ
て
く
る
。
な

お
、
Ｐ
Ａ
Ｎ
取
得
後
、
イ
ン
ド
国
内
で

税
務
申
告
そ
の
他
税
務
上
の
手
続
き
を

行
う
場
合
に
は
、
各
種
書
類
に
必
ず
Ｐ

Ａ
Ｎ
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
。

お
よ
び
そ
の
英
訳

③�　

委
任
状（
外
国
会
社
の
代
表
者
が
、

駐
在
員
事
務
所
／
支
店
の
所
長
と
な

る
べ
き
者
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
に
お

け
る
駐
在
員
事
務
所
／
支
店
の
設
立
、

運
営
等
に
つ
い
て
委
任
す
る
旨
を
記

載
し
た
も
の
）（
英
語
原
本
）

④�　

外
国
会
社
の
取
締
役
の
氏
名
、
住

所
、
国
籍
、
役
職
等
を
記
載
し
た
書

類
（
英
語
原
本
）

⑤�　

イ
ン
ド
準
備
銀
行
に
よ
る
設
立
認

可
書
の
写
し
（
英
語
原
本
）

　

書
類
に
不
備
が
な
け
れ
ば
、
通
常
三

〜
四
週
間
前
後
で
登
記
は
完
了
し
、
外

国
会
社
に
対
し
て
、「
イ
ン
ド
に
お
け

る
事
業
拠
点
設
立
認
証
書（Certificate 

of E
stablishm

ent of Place of 
Business in India

）」が
交
付
さ
れ
る
。

駐
在
員
事
務
所
／
支
店
は
、
こ
の
設
立

認
証
書
の
取
得
後
に
活
動
を
開
始
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

な
お
、
駐
在
員
事
務
所
／
支
店
の
所

在
地
が
変
更
さ
れ
る
な
ど
、
設
立
後
に

登
記
申
請
の
際
に
申
告
し
た
事
項
に
変

更
が
生
じ
た
場
合
に
は
「Form

49

」
と

呼
ば
れ
る
フ
ォ
ー
ム
に
よ
り
、
イ
ン
ド

企
業
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
て
オ

ン
ラ
イ
ン
で
、
会
社
登
記
局
に
当
該
変

更
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
４
）
税
務
番
号
の
取
得

　

前
記
の
登
記
手
続
が
完
了
す
れ
ば
、

法
律
上
要
求
さ
れ
て
い
る
駐
在
員
事
務

所
／
支
店
の
設
立
手
続
は
す
べ
て
完
了

す
る
が
、
駐
在
員
事
務
所
／
支
店
が
実

際
に
活
動
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

す
み
や
か
に
基
本
税
務
番
号
（Perm

a-
nent A

ccount N
um

ber

〈
Ｐ
Ａ
Ｎ
〉）

そ
の
他
の
税
務
番
号
を
取
得
す
る
必
要

が
あ
る
。

　

基
本
税
務
番
号
（
Ｐ
Ａ
Ｎ
）
は
、
イ

ン
ド
に
お
い
て
各
種
税
務
手
続
を
行
う

際
の
、
い
わ
ば
Ｉ
Ｄ
番
号
で
あ
り
、
イ

ン
ド
の
税
法
で
あ
る
一
九
六
一
年
所
得

税
法
（Incom

e tax A
ct, 1961

）
上
、

イ
ン
ド
国
内
で
所
得
が
あ
る
者
そ
の
他

税
務
申
告
を
行
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
る
者
は
、
必
ず
こ
れ
を
取
得
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
駐
在
員
事
務
所
／
支
店
は
、

Ｐ
Ａ
Ｎ
の
ほ
か
に
も
、必
要
に
応
じ
て
、

駐
在
員
事
務
所
／
支
店
に
よ
る
支
払
い

の
際
の
源
泉
徴
収
を
管
理
す
るTax De-

duction A
ccount N

um
ber 

（
Ｔ
Ａ

Ｎ
）、
サ
ー
ビ
ス
税
の
徴
収
を
管
理
す
る

Service T
ax N

um
ber 

（
Ｓ
Ｔ
Ｎ
）、

付
加
価
値
税
の
徴
収
を
管
理
す
るValue 

A
dded T

ax N
um

ber 

（
Ｖ
Ａ
Ｔ
Ｎ
）、

輸
出
入
を
行
う
際
に
必
要
と
な
るIm

-
port Export Code

（
Ｉ
Ｅ
Ｃ
）
等
の

税
務
番
号
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
Ｐ
Ａ
Ｎ
の
取
得
申
請
手

続
の
み
解
説
す
る
。

　

Ｐ
Ａ
Ｎ
の
取
得
申
請
は「Form

49A

」

と
呼
ば
れ
る
書
式
を
、
イ
ン
ド
所
得
税

局（Incom
e Tax Departm

ent

）が
指

定
す
る
登
録
代
行
業
者
に
、
添
付
書
類

と
と
も
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

二
〇
一
一
年
八
月
現
在
、
登
録
代
行
業

者
は
、National Securities Depositary 

Lim
ited 

（
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ｌ
）、
お
よ
びU

T
I 

T
echnology Services Lim

ited 

（
Ｕ
Ｔ
Ｉ
Ｔ
Ｓ
Ｌ
）の
二
社
の
み
で
あ
り
、

い
ず
れ
か
の
登
録
代
行
業
者
を
選
択
す

る
こ
と
に
な
る
（
注
）。

「Form
49A

」
は
、
イ
ン
ド
所
得
税

局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
必
要
事
項

を
記
載
し
て
、
添
付
書
類
と
と
も
に
Ｎ

Ｓ
Ｄ
Ｌ
ま
た
は
Ｕ
Ｔ
Ｉ
Ｔ
Ｓ
Ｌ
に
送
付

（注）�どちらの登録代行業者も、PAN登録について提供するサー
ビスの内容は同じであり、したがってどちらを選んでもよい。
日本企業の多くは、NSDLに登録申請しているようである。
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ー
ト
で
設
立
す
る
場
合
、
承
認
取
引
者

カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅰ
銀
行
に
対
し
て
、
自
動

ル
ー
ト
に
よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ

ス
の
設
立
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

を
証
明
す
る
書
類
（
当
該
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
関
す
る
契
約
書
や
、
資
金
計
画
表

な
ど
）
と
と
も
に
、
口
座
開
設
依
頼
書

を
提
出
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス

の
設
立
と
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス

名
義
で
の
銀
行
口
座
開
設
を
依
頼
す
る
。

承
認
取
引
者
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅰ
銀
行
が
、

提
出
書
類
を
審
査
の
上
、
自
動
ル
ー
ト

に
よ
る
設
立
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と

判
断
し
た
場
合
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ

ィ
ス
の
設
立
が
認
め
ら
れ
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
オ
フ
ィ
ス
名
義
で
の
銀
行
口
座
が

開
設
さ
れ
る
。

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
を
設
立
し

た
外
国
会
社
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ

ィ
ス
成
立
日
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ

ス
名
義
で
の
口
座
開
設
日
）
か
ら
二
カ

月
以
内
に
、
承
認
取
引
者
カ
テ
ゴ
リ
ー

Ⅰ
銀
行
を
通
じ
て
イ
ン
ド
準
備
銀
行
に

対
し
て
事
後
報
告
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

イ
ン
ド
準
備
銀
行
へ
の
事
後
報
告
の

フ
ォ
ー
ム
に
は
、
以
下
の
事
項
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

▼�

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
を
設
立
し

た
外
国
会
社
の
商
号
と
本
社
の
所
在

地

的
な
資
金
供
給
機
関
（
国
際
通
貨

基
金
、
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
等
）
に

よ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
必
要
な

資
金
が
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と

　

ⅲ�　

イ
ン
ド
の
関
係
当
局
か
ら
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
遂
行
に
関
し
て
必
要

な
許
認
可
を
取
得
し
て
い
る
こ
と

　

ⅳ�　

契
約
相
手
方
で
あ
る
イ
ン
ド
の

企
業
ま
た
は
団
体
が
、
当
該
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
支
払
い
に
関
し
て
イ

ン
ド
の
公
的
金
融
機
関
ま
た
は
銀

行
に
よ
る
期
限
付
き
の
貸
付
を
受

け
て
い
る
こ
と

　

前
記
①
の
要
件
に
つ
い
て
「
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
に
関
す
る
契
約
」
は
、
原
則
と
し

てM
em

orandum
 of Understanding 

（
Ｍ
Ｏ
Ｕ
）
や
、Letter of Intent （
Ｌ

Ｏ
Ｉ
）
と
い
っ
た
覚
書
で
は
足
り
ず
、

最
終
的
な
合
意
書
面
と
し
て
の
契
約
書

（definitive agreem
ent

）
が
締
結
さ

れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス

の
設
立
申
請
を
受
け
付
け
る
承
認
取
引

者
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅰ
銀
行
（A

uthorized 
Dealer Category-I Bank

）
の
判
断
に

よ
っ
て
は
、
Ｍ
Ｏ
Ｕ
や
Ｌ
Ｏ
Ｉ
の
段
階

で
あ
っ
て
も
そ
れ
ら
に
法
的
拘
束
力
が

あ
る
場
合
に
は
、
自
動
ル
ー
ト
で
の
設

立
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

ま
た
、
前
記
②
の
要
件
の
う
ち
⒤
に

各
事
業
拠
点
の

設
立
方
法

　 

（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
の
場
合
）

4-2（
１
）�

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス（P

roject�

O
ffi
ce

）
の
設
立
要
件

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
の
設
立
は
、

イ
ン
ド
準
備
銀
行
（
Ｒ
Ｂ
Ｉ
）
の
事
前

承
認
を
要
す
る
事
前
承
認
ル
ー
ト
と
、

イ
ン
ド
準
備
銀
行
へ
の
事
後
報
告
の
み

で
設
立
が
可
能
な
自
動
ル
ー
ト
の
い
ず

れ
か
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

　

現
行
の
法
令
、
お
よ
び
イ
ン
ド
準
備

銀
行
の
発
行
す
る
通
達
で
あ
るM

aster 
Circular on Foreign Investm

ent 
in India

の
パ
ー
ト
Ⅲ
の
７
項
に
よ
り
、

外
国
会
社
は
、
以
下
の
要
件
を
満
た
す

場
合
に
は
、
自
動
ル
ー
ト
に
よ
り
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
を
設
立
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

①�　

当
該
外
国
会
社
が
、
す
で
に
イ
ン

ド
国
内
で
当
該
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関

す
る
契
約
を
締
結
済
み
で
あ
る
こ
と

か
つ
、

②�　

以
下
の
四
つ
の
要
件
の
う
ち
の
い

ず
れ
か
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

　

⒤�　

外
国
か
ら
の
送
金
に
よ
り
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
必
要
な
資
金
が
直

接
供
給
さ
れ
て
い
る
こ
と

　

ⅱ�　

二
国
間
ま
た
は
多
国
間
の
国
際

つ
い
て
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
必
要
な
資

金
」
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
全
額
が
外

国
か
ら
送
金
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る

が
、
こ
ち
ら
も
承
認
取
引
者
カ
テ
ゴ
リ

ー
Ⅰ
銀
行
の
判
断
に
よ
っ
て
は
、
一
部

資
金
の
送
金
で
あ
っ
て
も
自
動
ル
ー
ト

で
の
設
立
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

前
記
各
要
件
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合

に
は
、
外
国
会
社
は
、
イ
ン
ド
準
備
銀

行
の
事
前
承
認
を
得
な
い
限
り
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
を
設
立
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
な
お
、
前
記
各
要
件
を

満
た
さ
な
い
状
況
で
、
イ
ン
ド
準
備
銀

行
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
設
立

の
事
前
承
認
を
得
る
こ
と
は
容
易
で
は

な
い
た
め
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス

を
設
立
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
可
能
な

限
り
前
記
各
要
件
を
満
た
し
て
、
自
動

ル
ー
ト
で
設
立
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。

（
２
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
の

設
立
手
続

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
を
自
動
ル
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▼�

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
契
約
に
レ

フ
ァ
レ
ン
ス
ナ
ン
バ
ー
が
付
さ
れ
て

い
る
場
合
、
そ
の
番
号

▼
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
注
文
主

▼�

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
契
約
の
契

約
金
額

▼�

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
の
所
在
地
、

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
電
話
・
フ
ァ
ッ

ク
ス
番
号

▼�

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
の
存
続
予

定
期
間

▼
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要

▼�

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
の
口
座
を

開
設
し
た
承
認
取
引
者
カ
テ
ゴ
リ
ー

Ⅰ
銀
行
の
商
号

▼�

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
を
設
立
し

た
外
国
会
社
自
身
に
よ
る
、
当
該
設

立
が
自
動
ル
ー
ト
で
の
設
立
要
件
を

満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
保

証
（undertaking

）

　

一
方
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
を

事
前
承
認
ル
ー
ト
で
設
立
す
る
場
合
、

外
国
会
社
は
、
イ
ン
ド
準
備
銀
行
の
担

当
部
署
に
直
接
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
り
、

同
部
署
か
ら
要
求
さ
れ
る
書
類
等
を
提

出
し
た
上
で
、
必
要
に
応
じ
て
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
内
容
や
、
な
ぜ
自
動
ル
ー
ト

の
要
件
を
満
た
せ
な
い
の
か
な
ど
に
つ

い
て
説
明
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

（
３
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
の

登
記
お
よ
び
税
務
番
号
の
取
得

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
を
設
立
し

た
外
国
会
社
は
、
イ
ン
ド
準
備
銀
行
へ

の
事
後
報
告
と
並
行
し
て
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
オ
フ
ィ
ス
設
立
日
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
オ
フ
ィ
ス
名
義
で
の
口
座
開
設
日
）

か
ら
三
〇
日
以
内
に
、
会
社
登
記
局
に

対
し
て
、
イ
ン
ド
国
内
に
事
業
拠
点
を

設
立
し
た
こ
と
の
登
記
を
行
う
必
要
が

あ
る
。

　

登
記
申
請
は
、
駐
在
員
事
務
所
／
支

店
の
場
合
と
同
様
「Form

44

」
と
呼
ば

れ
る
フ
ォ
ー
ム
を
、
イ
ン
ド
企
業
省
の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
通
じ
て
、
オ
ン
ラ
イ

ン
で
会
社
登
記
局
に
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
行
う
。
登
記
の
必
要
書
類
も
、
駐

在
員
事
務
所
／
支
店
の
場
合
と
同
じ
で

あ
り
、
登
記
完
了
後
に
、「
イ
ン
ド
に
お

け
る
事
業
拠
点
設
立
認
証
書
」
が
会
社

登
記
局
か
ら
交
付
さ
れ
る
こ
と
も
同
様

で
あ
る
。

　

ま
た
、
駐
在
員
事
務
所
／
支
店
の
場

合
と
同
様
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス

も
、
実
際
に
活
動
を
開
始
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
速
や
か
に
税
務
番
号
を
取
得

す
る
必
要
が
あ
る
。
税
務
番
号
の
取
得

の
方
法
は
、
駐
在
員
事
務
所
／
支
店
の

場
合
と
同
じ
で
あ
る
。 

図表　プロジェクトオフィスの設立要件および設立手続

設立方法 要　件 設立手続 所要期間

自動ルート

①�外国会社が、すでにインド国内で当該
プロジェクトに関する契約を締結済み
であること、かつ、

②�以下の4つの要件のうちのいずれかを
満たしていること

　⒤�外国からの送金により、プロジェク
トに必要な資金が直接供給されてい
ること

　ⅱ��2国間または多国間の国際的な資金
供給機関により、プロジェクトに必
要な資金が供給されていること

　ⅲ�インドの関係当局から、プロジェク
ト遂行に関して必要な許認可を取得
していること

　ⅳ�契約相手方であるインドの企業また
は団体が、当該プロジェクトの支払
いに関してインドの公的金融機関ま
たは銀行による期限付きの貸付を受
けていること

・�承認取引者カテゴリーⅠ銀行に対して、
自動ルートによるプロジェクトオフィス
の設立要件を満たしていることを証明す
る書類とともに、口座開設依頼書を提出
し、プロジェクトオフィスの設立と、プ
ロジェクトオフィス名義での口座開設を
依頼する

・�プロジェクトオフィス成立日（プロジェ
クトオフィス名義での口座開設日）から
2カ月以内に、承認取引者カテゴリーⅠ
銀行を通じてインド準備銀行に対して事
後報告を行う

2～ 3週間程度
（設立後、事後報告
は2カ月以内）

事前承認ルート

上記自動ルートの要件を満たさない場合 インド準備銀行の担当部署に直接コンタク
トを取り、同部署から要求される書類等を
提出した上で、必要に応じてプロジェクト
の内容や、なぜ自動ルートの要件を満たせ
ないのかなどについて説明を行う

事案によるが、場
合によっては数カ
月から半年以上か
かることも


